
平成２９年３月１７日現在

質問内容 回答

1.要介護・要支援更新手
続きについて

　平成２９年７月から更新の要介護・要支援の利用者につ
いて申請の案内は、行わないと聞きました。更新の手続き
は、ケアマネージャーが今までのように申請を行い、管理し
ていけばよろしいでしょうか。

　平成２９年４月から、更新の案内通知は行いません。
居宅介護支援事業者には、「受給資格等の確認」「要介護
認定に係る申請の援助」を業務として位置付けているの
で、本人または、ご家族と有効期限を確認の上、更新手続
きを取って頂きますよう申請支援をお願いします。
また、施設も同様の対応でお願いします。


